○釜石市私道における公共下水道の設置基準を定める要綱
平成15年1月17日

告示第10号

(目的)

第1条　この要綱は、釜石市公共下水道処理区域内の私道に公共下水道を設置する際の基準を定め、公共下水道の普及を促進し、生活環境の向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条　この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)　公道　道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路をいう。
(2)　私道　公道以外の一般交通の用に供されている釜石市公共下水道処理区内の道路をいう。

(3)　公共下水道　下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4)　下水　下水道法第2条第1号に規定する下水をいう。
(設置の基準)

第3条　私道に公共下水道を設置する基準は、次のとおりとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1)　私道の幅員が1.8メートル以上、延長が20メートル以上あること。

(2)　私道の一端が、公共下水道が設置されている公道又は私道に接続しており、下水の自然流下が可能なこと。

(3)　公共下水道の設置により、公共下水道の利用が可能となる家屋(以下「利用可能家屋」という。)が2戸(同一所有者が所有する家屋にあっては1戸とみなす。又、アパートにあっては1棟を1戸とみなす。)以上あり、かつ、これらが隣接するものであること。

(4)　利用可能家屋の所有者全員が、公共下水道の設置を希望していること。

(5)　利用可能家屋の所有者及び所有権等を有する者全員が、市税、下水道受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。

(6)　私道に所有権及び地上権(以下「所有権等」という。)を有する者全員が、公共下水道の設置を承諾し、制限を加えないこと及び公共下水道設置後においても公共下水道の維持管理上支障となる制限を加えないこと。

(7)　所有権等の移転に際しては、新たに所有権等を得ようとする者に前号に規定する条件を引き継ぐことを移転の条件とすることの承諾が得られること。

(8)　私道の使用期間は、公共下水道の存置期間とし、当該私道の使用料を無料とすること。

(設置の要望)

第4条　私道に公共下水道の設置を要望する者は、その代表者(以下「要望代表者」という。)を定め、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1)　私道における公共下水道設置要望書(様式第1号)

(2)　私道使用承諾書(様式第2号)

(3)　下水道設置要望者名簿(様式第3号)

(4)　私道位置図及び設置要望者住宅配置図(様式第4号)

(5)　私道の公図の写し及び登記簿謄本

(6)　その他市長が必要と認めるもの

(事業計画の策定)

第5条　市長は、前条の規定による私道における公共下水道設置要望書の提出があり、採択すべき事業と認めたときは、すみやかに事業計画を策定するものとする。

(採択通知)

第6条　市長は、前条の規定により事業計画を策定したときは、私道における公共下水道設置採択通知書(様式第5号)により要望代表者に通知するものとする。

2　市長は、管理上必要と認める場合は、要望代表者に必要な指示を行い、又は前項に規定する私道における公共下水道の設置採択の決定に条件を付すことができる。

附　則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

私道における公共下水道設置要望書

年　　月　　日　

　　釜石市長　　様

（要望代表者)　　　　　　　　　　　　
住所　　　　　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　　印

電話　　　

　私道への公共下水道の設置について、釜石市私道における公共下水道の設置基準を定める要綱第4条の規定により、関係書類を添えて要望します。

	私道の所在
	釜石市

	
	私道の延長
	m
	私道の幅員
	m

	私道の所有者
	住所

氏名

	公共下水道の設置により利用可能となる家屋の数
	戸


　添付書類

　　(1)　私道使用承諾書(様式第2号)

　　(2)　下水道設置要望者名簿(様式第3号)

　　(3)　私道位置図及び設置要望者住宅配置図(様式第4号)

　　(4)　私道の公図の写し及び登記簿謄本

　　(5)　その他市長が必要と認めるもの
様式第2号(第4条関係)

私道使用承諾書

年　　月　　日　

　　釜石市長　　様

(私道の土地所有者)　

住所　　　　　　　

氏名　　　　　　　　　　印　　

電話　　　　　

　公共下水道の設置及び維持管理のため、下記のとおり私所有の土地を使用することを承諾します。

1　私道の表示

	　
	土地の地番
	釜石市

	
	土地の地目
	　

	
	土地の面積
	平方メートル　

	
	
	　うち私道部分の延長

　　　　　　　　幅員
	メートル
メートル


2　承諾事項

　(1)　当該私道の現況を変更及び廃止しようとする場合、あらかじめ市と協議します。

　(2)　私道の所有権等を移転する場合は、新たに所有権等を得ようとする者にこの承諾書の内容を承継させ、市には迷惑がかからないようにします。

　(3)　使用期間は公共下水道の存置期間とします。

　(4)　当該私道の使用料を無料とします。
様式第3号(第4条関係)

下水道設置要望者名簿

　私道に公共下水道の設置を要望する者は、以下のとおりです。

	番号等
	住所
	氏名
	印
	位置図の対象番号

	要望代表者
	　
	電話
	　
	　

	2
	　
	電話
	　
	　

	3
	　
	電話
	　
	　

	4
	　
	電話
	　
	　

	5
	　
	電話
	　
	　

	6
	　
	電話
	　
	　

	7
	　
	電話
	　
	　

	8
	　
	電話
	　
	　


(ア)公共下水道設置後は3ヵ年以内に水洗化いたします。

(イ)公共下水道設置後に自己の責めに帰すべき理由により当該公共下水道の設置替え等の工事が必要となった場合には、自己の責任と負担において行います。

様式第3号(第4条関係)  　（要望者が9名以上の場合の補助用紙）

下水道設置要望者名簿

　私道に公共下水道の設置を要望する者は、以下のとおりです。

	番号等
	住所
	氏名
	印
	位置図の対象番号

	 9
	　
	電話
	　
	　

	10
	　
	電話
	　
	　

	11
	　
	電話
	　
	　

	12
	　
	電話
	　
	　

	13
	　
	電話
	　
	　

	14
	　
	電話
	　
	　

	15
	　
	電話
	　
	　

	16
	　
	電話
	　
	　


(ア)公共下水道設置後は3ヵ年以内に水洗化いたします。

(イ)公共下水道設置後に自己の責めに帰すべき理由により当該公共下水道の設置替え等の工事が必要となった場合には、自己の責任と負担において行います。

様式第4号(第4条関係)

私道位置図及び設置要望者住宅配置図

	私道の所在
	　釜石市

	方位　　　　　

	　　上記のとおり相違ありません。　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　

　(要望代表者)

　　　　　住所

　　　　　氏名　　　　　　　　　　印


(注意)様式第3号の下水道設置要望者全員分の住宅等を記載すること

様式第5号(第6条関係)

（略）
